
2025年度入学の1年生および2024年度FLYプログラム参加者 各位 

 

 

セメスター毎の履修登録単位数の上限（キャップ制）の解除について 

 

 

教養学部前期課程では、学生が個々の履修科目に対して十分な学習時間を確保できる

ようにするため、１Ｓセメスター、１Ａセメスター、２Ｓセメスターにおいて、セメスタ

ー毎に履修登録単位数の上限（３０単位）を設けています。 

『履修の手引き』p. 10にありますように、入学後（再入学を除く。）の最初のＳセメス

ターにおいて以下の要件①②を両方満たした学生は、例外措置として、次のＡセメスタ

ーから履修登録単位数の上限を超えて履修登録を認めるものとされています。 

 

① 前期課程科目を２５単位以上取得していること 

② 前期課程科目の取得単位において合格・不合格のみの評価による科目の単位

数を除き、「優上」及び「優」の評価を受けた科目に係る単位数の取得単位数

に対する割合が９０％以上であること 

 

ついては、上記の要件を満たした学生で、１Ａセメスター、２Ｓセメスターの履修登録

単位数の上限を超えての履修登録を希望する者は、以下のフォームから申請を行ってく

ださい。 

 

≪フォームへのリンク≫ 

申請期間：９月９日（火）10：00 ～ １６日（火）16：50 

※フォームの回答には、UTokyo Accountによるサインインが必要です。 

 

解除の許可/不許可は申請締切後～履修登録期間開始までの間にメールで通知します。 

 

 

２０２５年８月２０日 

教養学部等教務課前期課程チーム 

https://forms.office.com/r/K0p58hDcrn

